
社会保障審議会介護保険部会（第28回）議事次第  

平成22年7月30日（金）  

9‥00T12‥00  
於：砂防会館 別館会議室 即配意塞  

1．給付の在り方（施設、住まい）について   



巨璽慧］且  

住まい）に≧っいて   給付の在り方（施設、  



（1う今後の介護保険施設の機能や在り方  
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① 介護施設の状況につし1て  
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「   

平成12年度から、8年間で特別養護老人ホームは約12万、老人保健施設は約9万、  
グループホ⊥ムは約13万増加し、介護療養型医療施設は約1．7万減少している。  

（各年10月1日現在）  
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（注）1特定施   

2特別養  

については、平成16年以前の統計は存在しない。  

老人ホーム及び特定施設の平成18年及び19年の数字は、それぞれ地域密着型（定員29人以下）のものは含まない。  

省「介護サービス施設ヰ業所調査」  3   （出典）厚生労  



サービス類型ご との利用者数／給付費内訳等  

サービス利用者のうち、居宅サービスは66％、施設サービスは26％であるが、  

給付費においては、居宅サービスは44％、施設サービスは46％となっている。  

利用者・給付責内訳  

○利用者内訳  
○給付費内訳（補足給付含む）  

凝居宅サービス  

272′91   

46  聖地域密着型   

サービス   

施設サービス  

（単位：千円／人）   サービスごとの1人当たり給付費（補足給付含む）  
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（出典）厚生労働省「介護給付費実態調査 平成22年4月審査分」   



シルバーハウジング  

高齢者専用賃貸住宅  

高齢者向け  

優良賃貸住宅  

認知症高齢者  

グループホーム  

有料老人ホーム  

高齢者向け住宅  

85′385戸   

】  

指定なし 53′264  

特定施設入居者生活介護  

155′563  

その他の施設・  

居住系サービス  

501′556人  

軽責老人ホーム  

養護老人ホーム   

笥  
介護保険3施設、  

その他の施設・居  

住系サービスに比  

べ、島巌塵鷹度盛   

計1′428′005   

特別養護老人ホーム  

介護保険3施設  

841′064人  

老人保健施設  

99，309（H20．10）  介護療養型医療施設  



介護保険施設等の概要  

特定施設  

介護老人福祉施設  介護療養型  認知症高齢者  （有料老人ホーム、  
（特別養護老人ホーム）  老人保健施設  

医療施設  グループホー  ケアハウス等）  

（注1）  
（注1〉   

要介護高齢者が  
重医療・要介護   認知症高齢者の    要介護高齢者も  

基本的性格   
要介護高齢者の  

在宅復帰を目指す             高齢者の長期療  ための共同生活    含めた高齢者の  
ための生活施設   リハビリテーション  

住居  ための生活施設   
施設   

施設数   6，015   3，500   2，252  9，292  L   2，617   

132，0691  97，645  
定員数   422，703   319，052   99，309  

（注2） （注2）   

l   

（注1）介護老人福祉施設及び特定施設の施設数及び定員数（利用者数）は、地域密着型施設を除いた数字ある0  
（注2）認知症高齢者グループホーム及び特定施設については定員数ではなく利用者数を記載している。  
（資料出所）施設数、定員数（利用者数）については、厚生労働省「介護サービス施設ヰ業前調査」（平成20如0月1日時点）。   



介護保険施設等の主な基準等  

山 ）特別養言隻  
老人保健施設   

介護療養型  認知症高齢者  

医療施設  グループホーム   
特定施設   

老人ホーム  

平均要介護度  3．83   3．9   4‘．36   2．65   2．69   

平均在所日数  1，465．1日  277．6日   427．2日   （データなし）   （データなし）   

介護報酬（要介護3）  792単位  915単位   1，142単位   865単位   711単位   

1人当たり居室面積  ／10．65ポ以上   8nて以上   6．4ポ以上   7．43ポ以上   適当な広さ   

1部屋の定員数  4人以下 u   4人以下   4人以下   原則個室   原則個室   

医師  

看護職員  

主  

な  所者100人の  

場合、看護3人   

貝  

配  

置   

基  

準   」  
常勤1以上  100：1以上  

生活（支援）相談員   

100：1以上  （うち1名常勤）  

介護支援専門員  r 1  常勤1以上   常勤1以上   常勤1以上   1以上   1以上  

（計画作成担当者）  】100‥1を標準  100：1を標準   100：1以上  100：1を標準   

1平均要介護度は、厚生労働省「介護給付費実態調査」（平成21年2月審査分）から算出  

2平均在所日数については、厚生労働省「介護サービス施設ヰ業所調査」（平成19年9月中の退所者等について）  

3特定施設は、外部サー亘ス利用型特定施設を除く0   



介護老人福祉施設（特養）、介護老人保健施設における  
介護支援専門員の役割に係る規定について  

1介護老人福祉施設   
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成十一年三月三十一日厚生省令第三十九号）   

第十二条 指定介護老人福祉施翠の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。   
第二十二条の二 計画担当介護支援専門員は、第十二条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。  

一 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、  
指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。  

二 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかに  
ついて定期的に検討すること。  

三 その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、  
その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助  
を行うこと。  

四 入所者の退所に降し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほ  
か、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。  

五 第十一条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を  
記録すること。  

六 第三十三条第二項に規定する苦情の内容等を記録すること。  
七第三十五条第三項に規定する事故の状声及び事故に際して採った処置について記録すること。  

2 介護老人保健施設   
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成十一年三月三十一日厚生省令第四十号）   

第十四条 介護老人保健施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。   
第二十四条の二 計画担当介護支援専門員は、第十四条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。  

一 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、  
指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。  

ニ 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについ  
て定期的に検討し、その内容等を記録すること。  

三 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、   
保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。  

四 第三十四条第二項に規定する苦情の内容等を記録すること。  
五 第三十六条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。  

介護老人福祉施設（特養）、介護老人保健施設における  
生活相談員、 支援相談員の役割に係る規定について  

1生活相談員に係る規定  
介護老人福祉施設   

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成十一年三月三十一日厚生省令第三十九号）  
第七条  
4 指定介護老人福祉施設は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において  

日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならない。  

5 前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の従業者の間で協議しなけれ  
ばならない。  

2 支援相談員に係る規定  
介護老人保健施設   

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成十一年三月三十一日厚生省令第四十号）  

第八条  
4 介護老人保健施設は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅におい  
て日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録しなければならない。  

5 前項の検討に当たっては、医師、薬剤師、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員等の従業者の間で  
協議しなければならない。  

9   



入所者の平均要介護度については、介護保険3施設いずれも上昇している。  

平成13年平成14年平成15年平成16年平成17年平成18年平成19年平成20年 1。  

査（各年11月審査分）   平成15～20年介護サービス施設博美所調査（各年10月1日）   平成13～14年介  



施設・居住系サー  用者の構成割合  

介護老人福祉施設（特養）、介護老人保健施設は要介護度が重い利用者が多い。  
グループホーム、特定施設は要介護度が軽い利用者が多い。  

平成20年10月1日   

0・0％  10．0％  20．0％  30．0％  40．0％  50．0％  60．0％  70．0％  80．0％  90．0％   100．0％  
施設類型  

（施設数・入所者数）  

介護老人福祉施設  

（6′198′420′328）  

（地域密着型含む）  

介護老人保健施設  

（3′500′291′931）  

認知症対応型共同生活介護  

（9′292′135′092）  

特定施設入居者生活介護  

（2967′117′403）  

簿要支援1農要支援2 ち要介護1掃要介護2 薄要介護3  要介護4 要介護5 その他   

（注）特別養護老人ホームについては地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護については地域密着型   

特定施設入居者生活介護もそれぞれ含む。  

出典：「平成20年介護サービス施設・事業所調査」厚生労働省大臣官房統計情報部   



施設利用者の要介護度  

介護保険施設別・要介護度別入所者数 平成22年4月  

撃要介護1   持要介護2  要介護3  顔要介護4  墨⊆ト要介護5  

施設計  

特別養護老人ホーム  

12．7  

老人保イ建施設  

0．0  100．0  200．0  300．0  400．0  500．0  600．0  700．0  800．0  900．0   1000．0  

（出典）厚生労働省「介護給付費実態調査 平成22年4月審査分」  単位（千人） き   



要介護2～5の高齢者数に対する施設・居住系サービス（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症高齢  
者グループホーム、介護専用型特定施設、介護療養型医療施設）の利用者数の割合（平成卓1年3月時点）  
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出典：第3期（平成18～2。年度）市町村勉保険事業計画及び都道府県介護保険事業支嵐画における介護給付等  
サービス量の見込みと実績の比較について  



特別養護老人ホーム入所者の要介護度別割合  
（平成22年4月）  

要介護5  幣要介護4  要介護3  撃要介護2  概要介護1  
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石福山長岐静愛三滋京大兵奈和島島  
川井梨野阜岡知重賀都阪庫良歌取根  

山  

山徳香愛高福佐長熊大宮鹿沖  
口島川媛知岡賀崎本分崎児縄  

島   

（出典）厚生労働省「介護給付費実態調査 平成22年4月審査分」  



所得段階別の入所割合  

特別養護老人ホームの入所者のうち、市町村民税世帯非課税の方の割合は  
約8割。  

老人保健施設については、約5割。介護療養型医療施設は約5割。  

総数  

特養  

壱健  

療養  

帯第1段階 群第2段階   第3段階 打算4段階以上  不詳  

市町村民税世帯非課税・市町村民税世帯非課税・市町村民税世帯非課税 市町村民税本人非課税者  
補足給付の  

利用者負担段階 あ妄蔽毒釜蔓蕗妄岬■’■川 であり、課税年金収入額 定義崩詣菖こ芯盲 二嵩蒜蒜岩蒜芸：蒜蒜芸  

・生活保護受給者  ＋ 合計所得金額が  
80万円以下  

【出典】「平成18年度介護サービス施設・事業所調芭」   



特別養護老人ホームの入所申込者の状況  

特別養護老人ホームの入所申込者42．1万人のうち、在宅で要介護度が重い  
申込者が6．7万人。要介護度3以下の申込者が24．3万人おり、  

在宅でない申込者も22，2万人いる。  

単位：万人  

計  要介護1γ3   要介護4～卓  

体   
24．3   17．9   42．1  

（57．6％）   （42．4％）   （100％）   

うち在宅の方   
13．1   6．7   19．g  

（31．2％）   （16．0％）   （47．2％）  

11．1   11．1   22．3  
（26．4％）   （26．4％）   （52．8％）   

※各都道府県で把握している特別養護老人ホームの入所申込者の状況を集計した   

もの。（平成21年12月集計。調査時点は都道府県によって異なる。）  
16  

特別養護老人ホーム入所申込者状況調査 各府県集計方法  

在宅のみ  

要介護3以上のみ（介護3施設とグループホームは含まない。）  

在宅のみ  

在宅のみ  

在宅及び医療機関  

非在宅のうち、介護3施設、養護、軽費、グループホーム、有料は含まない。  

1年以内に入所を希望している看で、非荏宅のうち、介護3施設は含まない。  

在宅のみ  

在宅のみ  

1年以内に入所を希望する看で、介護3施設以外の非在宅及び在宅の者。  

要介護3以上のみ  

在宅のみ  

非在宅のうち、介護3施設は含まない。  

在宅のみ  

17   

県
 
 

県
 
県
 
県
 
県
 
県
 
府
 
府
 
山
 
県
 
県
 
県
 
県
 
県
 
県
 
 

田
 
山
 
川
 
野
 
知
 
都
 
阪
 
歌
 
山
 
媛
 
知
 
賀
 
崎
 
縄
 
 

秋
 
富
 
石
 
長
 
愛
 
京
 
大
 
和
 
岡
 
愛
 
高
 
佐
 
官
 
沖
 
 

14府県  



特別養護老人ホームにおける入所申込者に関する調査研究   

（平成21年度老人保健健康増進等事業）  
＜施設概況調査：3，272施設分（回収率50．8％）、入所申込者：44，757人分、新規入所者：41，912人分＞   

1．要介護度の状況と入所の状況  
・入所申込者と新規入所者の要介護度を比較すると要介護度の高い者（婁介護度4．5）が優先的に入所し  
ている。  

新規Å所者の要介護度  
要支援2   

見所申込者の要介護度  

40．4％  



2汐在宅＃施設入所の状況と入所の状況  
・入所申込者と新規入所者の居所をみると、どちらも在宅（短期入所を含む）の割合は4割前後であり、施設  

からの  である。  

新規Å所者の屠所   見所申込者の屠所  

施設等5臥2％  1．7％   3．7％  



3甲家族帝介護者（同居人数）の状況とÅ所の状況  
・在宅（短期入所中を含む）の入所申込者と新規入所者の同居者数（本人を含む）をみると、どちらも平均同  

居人数は2．7人であり、2割前後が一人暮らしである。  

Å所申込者の同居人数  新規Å所者の同居Å数  

※在宅者のみ（短期入所を含む）。同居人数には本人を含む   



4攣主な介護者の状況と入所の状況  
在宅（短期  所中を含む）の入所申込者と新規入所者の主な介護者をみると、どちらも配偶者が約2割、子  入  

る
 
 

あ
 
 

虫
甘
 
 

4
 
 

約
 
 

も
 
 

ど
 
 

○  

泉所申込者の主な介護者  新規入所者の主な介護者  

※在宅者のみ（短期入所を含む）   



5．サービス利用状況と入所の状況  
ビスをみると、  サ

 
 

掴
砿
 
 
 

し
な
 
 

活
し
 
 

生
用
 
 

で
利
 
 

賀
 
 

在宅で入所申込みを行った者と入所直  で
 
 

別
 
 
ま
 
 

入所に至った7割強の者は、短期入所系サ「ピ   

在宅における入所申込者及び新規入所者の利用サービスの状況  

0  10   20   30   40   50   60   70  F80％  

利用なし  

訪問看護  

※ その他訪問系  
■入所申込者   

■新規入所者  通所系  

短期入所系  

小規模多機能型居宅介護  

その他  

不明等  

※ その他訪問系には、訪問介護、訪問リハビリテーション等を含む。  
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7．Å所申込からÅ所までの期間  

1割、1 間をみると約6割の者  

6．Å所申込者の入所の必要性  

・施設から見て  すぐに入所が必要な者は  約
 
 
る
 
 

あ
 
 

動
H
 
 

2
 
 

約
 
 

十
か
 
 

劃
 
 

し
 
 

＼
 
 

し
 
 

し
 
 

ま
 
 

望
 
 

入
 
 

の
 
 

内
 
 

以
 
 

年
 
 ・入所までの平均期間は1年3ケ月である。  

Å所までの期間   施設から見た申込者のÅ所の必要性  



の見直し概要

(866億円)

地方 自治体から、事務手続きが煩

雑、使い勝手が悪いという声がある

ことを踏まえ、交付金化することで、

事務の簡素化、地方の裁量の拡大

を図る。

【平成16年度以前】 【平成17年度】

個々の施設ごとに固定的な

補助基準単価により補助 ―――
早

吟
‐―

【平成18年度以降】

① 都道府県交付金は、廃止・一般財源化

② 市町村交付金は、対象事業の範囲を拡充し、利用しや

すい制度へと改善

1   に要する事業費のうち、従来の補助金相当部分 (補助率かさ上げ部分を含む。

:   については、原則として「特別の地方債 Jを 充当。

1  0デ許型空蜃?重フ
償還金については、後年度その100%を 普通交付税の基準

社会福祉施設等

施設整備費補助

「~希

研百だ対する

特養、老健、ケアハウス等

大規模・広域型の施設の整備

し
一

な
一

度
一嚇

一

甫

・

ネ

一

接
一

直
一

∝輻仄咆対象範囲を拡充(交付金のメニューを3つに再編)

(18年度 476億 円)

(21年度  407億 円)

①地域介護・福祉空間整備交付金(ハード交付金)

・地域密着型サービス拠点等の整備

②地域介護口福祉空間推進交付金(ソフト交付金)

・地域密着型サービス等の導入に必要な設備やシステムの整備
・高齢者と障害者・子どもとの共生型サービスの推進 等

③先進的事業支援特伊1交付金(ハード交付金)

'介護療養型医療施設から老健等への施設転換
・既存特養の個室・ユニット化改修
・緊急ショートステイ居室の整備   等

地域密着型サービス

拠点等の整備

廃止ロー般財源化



介護拠点等の緊急整備

(1)目 的

小規模特別養護老人ホーム (定員29人以下)やグループホームなどの整備に係る市町村交

付金の拡充、定員30人以上の施設の整備に係る都道府県補助金に対する地方財政措置の拡

充により、地域の介護ニーズに対応する。

(2)助成のスキーム (特別養護老人ホームの場合 )

【改正案】  60万円

*:「特別の地方債」の起債対象となり、その元利償還

金が100%普通交付税で手当てされる。

【改正案】

【現行】 (上 限 )

「

~~・ ~~~~~¬
開設等経費

150万円
EIコ

=補正予算対応

EIコ¬暮蹴堪昇慣境実
毒薔言

に応じた
|

号lTギ
  [

1本1当|た|り

1200万 円|

市町村交付金

ヽ

＊
―

―

ノ

1床当た り

225万 円

ヽ

Ｊ

「

ノ

都道府県補助分

(3)事業規模 合計約3,011億円 (3年分 )

※都道府県補助分と合わせ、平成21年度～平成23年度で16万床分の整備を目標に推進



「介護基盤の緊急整備」実施状況等につし1て  

（各自治体より提出）  

目標  

（平成21～23  
平成21年度  平成22年度  

n ！2か年計   

年度）  
実績  見込  

1  1  

介護基盤  
16万人分   2．7万人分   6．1万人分  白．7万人分  

の緊急整備  

※ 平成21年度実績については、各都道府県等における補助ベースで計上している。  
※ それぞれ整備量には、補助金交付を受けずに事業者が自己財源により整備するものを含む。  
※ 対象施設については、以下のとおり。  

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、、認知症高齢者グループホーム、  
ケアハウス（特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの）、小規模多機能型鹿毛介護事業所  

※ 介護基盤整備に対する支援としては、各都道府県に設置された介護基盤緊急整備等臨時特例基金（平成21   
年度第一次補正予算により措置）を原資とした小規模（定員29人以下）な施設に対する補助を実施。   
また、広域型（定員30人以上）の施設に対しては、各都道府県、指定都市及び中核市による補助  

（特別の地方債による地方財政措置を講じている。）が行われている。  
Z6   



（参考）  

「介護基盤の緊急整備」実施状況等について（各都道府県の状況）  

（単位：人分）  （単位：人分）  （単位：人分）  

都道府県名   平成21年虔  平成22年度  2か年計    実績  計画   

41：佐 賀 県  180   0   180  

438   0   

506   1．083   1，589  

：大 分 県   133   447   580  

宮 崎 県   90   342   432  

児島県   499   1，284   1．783  

沖 縄 県   481   

ロ  計  26，715   60，067   86，782   

都道府県名   平成21年度  平成22年虔  2か年計    実績  計画   

21≡  ：岐 阜 県   241   1．471   1，712  

223   ▲2，541   2．764   

23  愛 知 県   625   2，901   3．526   

24三 重 県  318   907   1．225  

滋 賀 県   270   723   993   

26京 都 府  816   956   1，772  

■ 3，134   3，173   6，307  

158   2．827   2，985   

2gこ奈 良 県  919   631   1，550   

30  ：和歌山県   484   595  

鳥 取 県   172   50   222  

45   344   38g  

590   1，215   1．805  

339   1．435   1，了了ヰ  

山 口 県   386   738   1．124   

36：徳島r 県  186   23   209   

37香 川 県  530   

38  舞妓県   226   653   879   

39：高 知 県  136   796   932  

都道府県名   平成21年度  平成2？年度   2か年計    実績  計  

1：北 海 道  1．130  2，033   3，163  

242  712  

660  1，014   

4：宮 城 県  404  1，998  

火 田 県   290  562  852  

山 形 県   77272 983   

7一  ≡福 島 県   527  1，569   

8茨 城 県  1，073  2，516  

208  
u 「g34   

1．142   

10  ：群 馬 県   389  678   1．067   

正  ：埼 玉 県   2，112  3．661   5，773   

：干 葉 県   615  4，664  

1，714  7．776  

3，082  6，865   

15新 潟 県  478  1 797 1，275  

108   620   728   富 山 県    ／  
17石 川 県  9  350   

18福 井 県  164  488  

43  370  

※ それぞれ整備量には、指定都市及び中核市分を含んで計上している。  之7   
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針に関する論点  

できる限り値み慣れた地域で暮らせるよう、高齢者本人の選択に．より、  
在宅・施設サービスを利用できるようにすべきである。  

こ備に   

加えて、在宰サービスの充実及び高齢者住宅の供給促進を推進する必要が  
あるのではないか。  

設の整備、在宅サービスの充実、高齢者の住まいの供給状況  2 介護保険   

造雪空男誌く  

べきか 。  

施設入所者が重度化し、医療ニーズが高まる一方、老老介護など家族の   
状況も変化する中で、今後、それぞれの施設の入所者像をどのように考える   
か。  
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② ユニット型と多床室の状況にpいて  

30   



介護腐険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保する  

ための基本的な指針（平成18年3月31日厚労告314号）  

・平成2ミ6年度までに  

介護保険施設の入所定員中、ユニット型の比率を50％以上  
そのうち、特養の入所定員についてユニット型の比率を  

上  70％長   

とすることを目標としている。  

○長妻木臣国会答弁（平成22年3月31日参議院厚生労働委員会）  

一  
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ユニットケアとは  

利用者一人ひとりの個性や  

j 生活のリズムを尊重したケア  

個別ケアを実現するための手法  

具体的には・・  

在宅に近い居住環境で、利用者一人ひとりの個性や生活のリズムに沿い、他人との人間関係を  
築きながら日常生活を営めるように介護を行う。  

その実現のためには  

小グループごとに配置された職員による、  
利用者一人ひとりの個性や生活のリズムに  

沿ったケアの提供、とし：ヽうソフト  

個性や生活のリズムを保つための凰皇と、ほ  
かの利用者や地域との関係を築くためのせビ  

ス ペース、などのハード  やパブリック   

ユニット型施設の例  

認知症高齢者ケアにも有効  

○小規模な居住空間   

O家庭的な雰囲気√  

ハードウエアとソフトウエア  

双方で対応：  

○在宅に近い居住環境   

（個室と共用空間）  

○ユニットごとに職員を配置   

（生活単位と介護単位の一致）  
○在宅に近い居住環境   

O入居者一人一人甲個性や生活のリズ   

ムに沿う   

O他人との人間関係を築く   



ユニツ卜型施設の施設数・定員数の年次推移  
′‾、‾‾‾‾‾－‥、‥  
ニ ■  

j O ユニット型施設について、介護老人福祉施設においては、定員の21、．2％、  

… 老人保健施由においては4．2％がユニット型施設にとどまっている。  
l  

、て  

介護老人福祉施設  介護老人保健施設  

全施設   ユニット型   割合（％）   全施設   ユニット型   割合（％）   

施設   5，084   75   1．5   3，013   143   4．7  
平成15年  

定員数  仙   346，069   4，480   1．3   269．524  

5，291   373   7．0   3，131   233   7．4  
平成16年   施設  

定員   363，747   17．799   4．9   282，513  

施設姦 】   5，535   771   13．9   3，278   238   7．3  
平成17年  

定員 383，326   39，467   10．3   297，769  

施設   5，716   1，116   19．5   3，391   204   6．0  
平成18年  

定員傘   399，352   59，278 14．8   309，346 9，167   3．0   

叩 施設撃   5，892   1，439   24．4   3，435   250   7．3  

平成19年                   定員  412，807  78，135  18．9  313，894  11，487  3．7   
施設料   6．015   1，630   27．1   3，500   286   8．2  

平成20年  

※ユニット型施設数仁は、一部ユニット型での実施施設も含む。  

出典：厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」  
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入所施設‘・居住施設の概要  

特別養護老人ホーム   老人保健施設  介護療養型医療施設  

要介護高齢者のための  
要介護高齢者が在宅復帰 ハビテ 

基本的性格  
生活施設  

を目指すリリーショ  
養施設   

ン施設   

65歳以上の着であって、  
要介護者に対し、施設  

療養病床  

療所であ  

身体上又は精神上著しい 障害があるために常時の  
看護、医学的管理の下に  

に入院す  

介護を必要とし、かつ、居   設サービ  
定義  

宅においてこれを受ける  養上の管  

ことが困難なものを入所  
その他必要な医療並びに   

させ、養護することを目的 とする施設  及び機能  

を行うこと   

介護保険法上の類型  介護老人福祉施設   介護老人保健施設   介轟療養型医療施設  

地方公共団体  地方公共団体  払方公共団体  
主な設置主体  

社会福祉法人  医療法人  j医療法人  

1人当たり面  
10．65ポ以上   8ポ以上  6．4n了以上  

従来型  
積  

居室面  定員数   4人以下   4人以下   4人以下  

積  

・定員数  
1人当たり面  

ユニット  
13．2ポ以上  

型  

定員数   原則個室（共同生活室が必要）  

常勤1以上  3以上  
医師の配置基準  必要数（非常勤可）  

100：1以上  48：1以上  

介護職員の配置基準  看護・介護3‥1以上  看護・介護3：1以上  
6：1以上  

看護職員の配置基準  入所者100人の場合、看護3人  （看護2／7）  6：1以上  

3  



低所得者の食質・居住費の負担軽減 (補足給付)の仕組み

○ 食費・居住費について、利用者負担第可～第3段階の方を対象に、所得に応じた

負担限度額を設定

○ 標準的な費用の額 (基準費用額 )と負担限度額との差額を介護保険から特定入所

者介護サービス費として給付

利用者負担段階 対象者の例

第 1段階
・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
・生活保護受給者

第 2段階
市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額 +合計所得金額が
80万円以下の方

第 3段階 市町村民税世帯非課税であって、利用者負担第2段階該当者以外の方

第 4段階
・市町村民税本人非課税者
・市町村民税本人課税者

負
担
軽
減
の
対
象

と
な
る
低
所
得
者

基準費用額

(目 額 (月 額))

負担限度額 |.(日額(月1額 )〕

第 1‐ 段階 第2段階 第3段階

食費 1,380円 (4.2万 円 ) 320円 (1.0万 円 ) 390円 (1.2万 円 ) 650円 (2.0万 円 )

居
・住
費

多床室 320円 (1.0万 円 ) 0円 ( 0万 円 ) 320円 (1,0万 円 ) 320円 (1.0万 円 )

従来型
個室

特養等 1,150円 (3.5万 円 ) 320円 (1.0万 円 ) 420円 (1.3万 円 ) 820円 (2.5万 円 )

老健 1療養等 1,640円 (5.0万 円 ) 490円 (1,5万 円 ) 490円 (1.5万 円 ) 1,310円 (4.0万 円 )

ユ■ット型準個室 1,640円 (5,0万 円 ) 490円 (1.5万 円 ) 490円 (1.5万 円 ) 1,310円 (4.0万 円 )

ユニット型イ固室 1,970円 (6.0万 円 ) 820円 (2.5万 円 ) 820円 (2.5万 円 ) 1 ,640 H (s .08 H ) .:i



介護保険施設の負担額

ユニット型個室

第3段階 第

■1割負担 ボ食費・ 居住費

* 1割負担は、第 1～ 3段階は高額介護サービス費の負担限度額、第4段階は特養の平均的な利用者負担額。
* 食費、居住費は、第 1～3段階は特定入所者介護サービス費 (補足給付)の負担限度額、第4段階は特定入所者介護サービス

費 (補足給付 )の 基準費用額。
* 実際に施設を利用される際は、上記以外に介護保険料や医療保険料、医療費、日常生活費などが必要となる。

計 13万圏以血

多床室

計3.導0万岡

計8爾 m以上

第4段階

計9.46万円

鮮5刀岡 
計 5・2万円

 ||

6

計3.7万円
一一一一一一一一一一一

第 1段階 第2段階

計2.5万円

莉 |

第1段階 第

■隋一辮
郷





ユニット型施設の居室面積基準引下げについて  

○改正内容  
各施設の基準省令において、ユニット型施設の居室面積基準について   

現行基準個室13．2ポ以上を標準⇒改正案個室10．6奉ポ以上  

警吏‰質量霊㌫霊宝警語誓器量欝要語宗旨蒜遷轟詔監謡芸  

受  

・特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設、地域密着型介護老人碍祉施設）  

■介護老人保健施設  

・介護療養型医療施設  

※短期入所生活介護（ショートステイ）及び短期入所療養介護についてもユニット型という類型は設  

／   けられているが、短期入所生活介護については従来から居室面積基準は13．2ポではなく10．65ポ  

であり、短期入所療養介護については単独での面積基準がないことから、今画の省令改正の対象  

外。  

後の日  

■介護給付費分科会の答申を受け、パブリックコメントを実施（答申中日から約1カ月間）  
・パブリックコメント終了後に公布、同日施行  
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従来型と個室ユニット型が混合した特別養護老人ホーム等の指定状況①  

平成15年4月1日（介護老人保健施設については平成17年10月1日）以降に新設さ  

れた従来型と萬ニット型の混合施設の指定（改修、改築又は増築を除く。）を行った  
事例があるカ1どうかについて、都道府県調査を実施した結果を集計。  

特別養護老人ホーム   介護老人保健施設   
計   

言亥当あり   4団体   9団体   11団体  

（9件）   （26件） （35件）  

J   

群馬県1件   茨城県 5件   茨城県 5件  
埼玉県 6件   埼玉県 9件   群馬県1件  
広島県1件   東京都 3件   埼玉県15件   

J  佐賀県1件   新潟県1件   京 3件  
静岡県 2件   新潟県1件  
島根県1件   静岡県 2件  

内 訳   

広島県1件   島根県1件  
香川県1件   広島県 2件  
大分県 3件   香川県1件  

佐賀県1件  
大分県3件   
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L  

従来型と個室ユニット型が混合した特別養護老人ホーム等旨定状況②  

○指定年度  ○定員全体に占めるユニット型個室の割合  

特別養護老人ホーム   67．3％   

介護老人保健施設   41，4％   

全 体   4 

特別養護老人ホーム  

平成18年度  1件   

平成19年度  1件   

平成20年度  4件  

平成21年度  2件   

平成22年度   1件  

介護老人保健施設  

平成18年度  3件   

平成19年度 7件   

平成20年度  5件   

平成21年度   7件   

平成22年度   4件   

「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」において  

・平成26年度の特別養護老人ホームの入所定員中、ユニット型の比率を70％以上  
・平成26年度の介護保険3施設の入所定員中、ユニット型の比率を50％以上  

を目標として設定   

＜平均在所日数＞  

「介護サービス施設・事業所調査」（平成19年9月中の退所者等について）  

・特別養護老人ホーム1．465．1日  

・介護老人保健施設  277．6日  

○個室ユニット型の介護・看護職員配置の状況  

（職員一人当たりの入所者数）  

特別養護老人ホーム   1．95人   

介護老人保健施設   2．02人   

全 体   2．00人   

＜全国平均＞ 「平成20年度 介護事業経営実態調査結果」   

・特別養護老人ホーム  従来型（2．4人） ユニット型（2．0人）  

40   



一部ユニット型施設に該当する施設  

該規定がある施設は介護老人福祉施設（特養）・介護老人保健施設・介護療養型医療施計短期入所生活介護  

密着型特養については同様の規定はない   



○ 九都市首脳会議（平成22年5月）  

・待機者解消や低所得者負担軽減、高齢者の多様なニーズへの対応のために、多床室とユニット型   
個室との合築を認めるなど地方の実情に応じた柔軟な施設整備が行えるようにすること。   

○ 関東地方知事会（平成22年6月）  

一 待機者解消や低所得者の負担軽減、高齢者の多様なニーズヘの対応のため、特別養護老人ホー   
ムの従来型整備や一部ユニット型整備について地方の判断による柔軟な対応を可能とすること。   
・従来型とユニット型を併設した特別養護老人ホームにおける介護報酬について、斗部ユニット型施   
設としてユニット型部分についてはユニットケアを評価した報酬とすること。   

○ 高齢社会をよくする女性の会（平成22年4月）  

－ すべての介護施設で、一人当たり居住空間を住生活基本法に定める25ポlこ。  
特別養護老人ホームの多床化等は時代に逆行。高齢者の人権として終の棲家の確立が必要。  

○ 特養をよくする特養の会（平成22年6月）  

・個人の尊厳を守るためにも、今後、整備する特養の居室については、原則個室という路線を断固堅   
持してください。   

・今後も一部ユニット型の特養を新設する場合に、ユニット部分に対してユニット型個室の報酬を出さ   
ないよう、現行の取扱の、変更を行わないでください。  

・補足給付のあり方を再検討し、横浜市が実施しているような、居住費への公貴補助の新設など、低   
所得者もユニット型個室に入居できるような制度改革を検討してください。  

○ 地域ケア政策ネットワーク   

t 私たちは、これからの介護施設は「生活の場」と位置づけ、個室・ユニットが当然であることを宣言   

し、すべての関係機関が個室・ユニットの完全実施に取り組むように強く求めます。  
・私たちは、待機者解消や居住費の問題を理由に多床室や合築での施設整備という歴史の後戻り   
を認めることはできません。  

○地域包靖ケア研究会報告書（平成22年4月）   

一 利用者の尊厳の確保や自立支援の観点から個室ユニットを原則とすることを改めて基本方針として  

＼、、打ち出し、建て替え時に個室ユニット化・サテライト化を推進する。   



に関する論点  ト型個室と多床室  ユ＝ツ  
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③ 施設類型の在り  
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「  

介護保険施設の平均在所日数  
き  

…○介護老人保健施設の平均在所日数は徐々に増加している。  
特別養護老人ホーム、介護療養型医療施設は変動はあるものの横ばいである。  

－
 
 

－
 
－
－
－
 
 
 」竺竺   妄   

1600  

1400  

1200  

1000  

800  

平成さ12年  平成19年  平成13年  平成15年  平成18年  

介護サービス施設■事業所調査において、平均在所日数の調査が行われた年度を記載。  

出典：介護サービス施設偉業所調査  
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介護施設における入・退所者の状況  
（退所者数：3，621人）  

100．0％  

1．6％  家庭  

2．5％  介感老人福祉施設   
0．5％  

介琴老人保健施設  

●●   

63．0％  死  

0．9％  そ甲他  

100．0％  

33．4％   

3．1％   

4．2％  

27．0％  

25．0％   

7．3％  

介
護
老
人
福
祉
施
設
 
 

家庭  

介護老人福祉施設  

その他の社会福祉施設  

介護老人保健施設  

医療機関  

その他  

平均在所日数：1465．1日（1，365．2日）  

（退所者：16，358人）  

100．0％   1  

31．0％  家庭  

8．5％  介譲老人福祉施設   
1．9％  そ㊥他の社会福祉施設   
7．0％  介護老人保健施設   

45．3％  医療機関   】  

3．8％  死耳   

2．4％  そ甲他   

100．0％  

34．0％   

1．1％   

0．3％   

6．3％  

53．5％   

4．8％  

介
護
老
人
保
健
施
設
 
 

家庭  

介護老人福祉施設  

その他の社会福祉施設  

介護老人保健施設  

医療機関  

その他  

平均在所日数277．6日（268．7日）  ％
％
％
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 （退所者：4，290人）  

100．0％  

14．0％  家  摩   

6．4％  介護老人福祉施設   

1．2％  そ甲他の社会福祉施設   

10．8％  介盤老人保健施設   

32．6％  瞑療機関  

32，6％  死  

2．4％  そ  ゐ他  

100．0％   

2．7％   

1．7％   

0．5％   

3．3％  

77．5％   

4．3％  

介
護
療
養
型
医
療
施
設
 
 

家庭  

介護老人福祉施設  

その他の社会福祉施設  

介護老人保健施設  

医療機関  

その他  

平均在所日数427・2日（444・1日） 平成19年介護サービス施設・事業所調査結果46   



○

○

特養・老健の退所者の行き先

特養では、死亡による「退所」が57%から63%に土曽加。医療施設への退所がやや減少。

老健では、在宅復帰の比率が45%から31%に減少。一方、医療施設への退所が約7%増 、

死亡が約2%増となっており、特養・老健への退所は微増。

特別養護老人ホーム 退所者

4′ 000

3′ 500

3′ 000

2′500

2′000
1′500

1′ 000

500

0

■1511■ |

‖:01

曇容‖ミ
・38

平成12年

介護老人保健施設

●その他・不詳

‖死 亡

=医療施設

霧介護老人保健施設

%介護老人福祉施設

=家 庭

1特養入所定員 H12:298′ 912人 → H19:412′807人

●その他・不詳

1死 亡

‖医療施設

多介護老人保健施設

%介護老人福祉施設

職家 庭

i老健入所定員 H12:233′ 536人 → H19:313′ 894人

平成19年

退所者

20′000

18′ 000

16′ 000

14′ 000

12′ 000

10′ 000

8′ 000

6′ 000

4′ 000

2′000

0

平成12年 平成19年

家 庭 8,030   4509 5,074:    310%

特 養 1,299:     73' 1,393:     8.5'

老 健 976  5.5, 1,148:     7.0,

医療施設 6,817  38.29 7,412:    45.3'

死 亡 303: 1.79 627 3.8ツ

その他 424    2.4' 703: 4.39

計 17,849:   10009 16,358:   1000,

平成12年 平成19年

家 庭 95i
う
０ 56i 1.59

特 養 38: 1.4ツ 90 25'

老 健 30 0: 00,

医療施設 919:    349, 1,141:   31.59

死 亡 1,501:    570, 2,283:    63.19

その他 51 199 50: 149

計 2,632:   100.0' 3,621:   100.09

平成 12年 平成19年

(出典 :平成12年及び平成19年介護サービス施設・事業所調査)1



介護施設における認知症の入所1  
※介護施設においては、「認知症高齢者の日常生活自立度」ランクⅡ以上の入所者が8割以上し下る。  
※施設入所者のうち、主な主傷病が認知症（アルツハイマー病）である者は、入所者の10％以下   

介護老人保健施設  

（在所者数：280′589人）  

介護老人福祉施設  

（在所者数：392′う47人）  

入所者の「認知症高齢者の日常生活自立度」分布  

ランクⅡ以上：80．9％  ランクⅡ以上：88．9％  

入所者の主な傷病名  

その他の  新生物  
疾患  （がん）  

新生物  
（がん）  

その他の  
疾患  

マー病）  疾患  疾患  

■アルツハイマー型認知症：7．5％  
■l血管性認知症等   ‥8・4％  

嘆患  

l■アルツハイマー型認知症：4．1％  

l■血管性認矢咋等   ‥6■3％ 48   



特別養護老人ホームにおける医療ニーズ   

特別養護老人ホ■ム入所者のうち、5．3％はたんの吸引を必要とし、9．9％は胃ろう・経鼻経  
菅栄養を必要としていると考えられる。  

特別養護老人ホーム在所者の施設内での処置の実施率（2′946施設中）  回答のあった2946施設中  

入所者全体に対する医療処置別の処置を受けた入所者（延べ人数）の割合  N＝200′644（人数）  

処置  割合（％）   処置   割合（％）   

ロ由頭手前までの 創傷処置   4．6  

口腔内★4．4％  
涜腸   3．7  

吸引   鼻腔★2．6％  5．3  
摘便   3．7  

咽頭より奥又は  

気切★1．6％  じょく癒の処置（Ⅰ度・Ⅱ度）   2．7   

胃ろうによる栄  
膜胱（留置）カテーテルの管理   2．7  

胃ろう・経鼻経管  

栄養  
9．9  

嘩鼻経菅栄養  

2」2％  
インスリン注射   1．3  

服薬管理（麻薬の管理を除く）  74．6   痔痛管理（麻薬の使用なし）   1．1   

※この表は入所者全体に対して実施された入所者の割合が1％以上の医療的ケアを抜粋   

問  認諾慧  ＊：吸引の実施部位  

資料出所）（株）三菱総合研究所「特別養護老人ホーム利用者の医療ニーズへの対応のあり方に関する調査研究」  
－・・・・■■－ ■－■■ ■ 」 －－ ■■■■■ ■■－－＿＿．．－ ■■ ■■▲．．＿－＿ 一■ 一 ＿－－．＿．．＿ ＿■．＿ ＿－一＿＿ ＿．＿．＿．＿■－．．．＿ ＿ ＿ ＿＿．＿ ＿ ＿ － ＿＿ －＿ ＿．】■ ＿－■ ＿ ■－ ■－－■■．－ ■ ■－ － ■■■ ■ ■■ ■■ ▼l■ － － ■ － ■ ■－ － ■ － ■ － －一 一 ■－－ ■ ■ － ■ － ■－ － － －－ － ■■■ － ■－ － － ■－ －  一 － 一 一－ － － 一 一 － － －■ 一 ■－ － － － － － － ■■■ － － ■ ■■ －■ ■■ ■ ■  

の数‥6′167  特別章  
■■ ●－■ ■ ■・■ ■■・■■■ ■ － ■・■ ■■ ■ ■■ ■・l・■ － － － ■■1－ ■■ ■ ■▲ ■1－ ■■ ■■ ■■ ■ ■■■ －■ ■■■■－ －■ ■■ ■ － ■■ ■ － ■－ ■■   

J ：（参考）特別養護老人ホ十ム（介護老人福祉施設）   



介護老人保健施設における医療ニーズ   

介護者人保健施設入所者のうら、3．0％はたんの吸引を必要とし、6．8％は胃ろう・経菅栄養  
を必要としていると考えられる。  √  

入所者全体に対する医療処置別の処置を受けた入所者（延べ人数）の割合  N＝285′265（人数）  

処置  割合（％）   処置  割合（％）   

点滴  3．3  

略疲吸引  3．0  

痔痛管理  2．7   

胃ろう 4．0％   膜胱カテーテル  2．5  

胃ろう・経菅栄養  6．8  

経菅栄養  
じょく癒の処置（Ⅲ度以上）  1．0   

2．8％  

0．8   
服薬  82．7   酸素療法  

※この表は入所者全体に対して実施された入所者の割合が1％以上の医療的ケアを抜粋（「その他」は除く）  

資料出所）厚生労働省「平成19年介護サービス施設・事業所調査」  

■■ ■ll1－ － ■ － － ■ －■■ － ■ ■－ － ■－ ■－ － ■一 ■－ － － － ■－ ■■－ －－ ■一 － － － － － ■－－ －－ － －● － － ■一 － － － － － －－ ■■－ － － ■－ － ■■－ t － －■1－ － ■ ■ ■－ － ■l1－1－ ● ■■  

：（参考）介護老人保健施設の数：3′671  介護老人保健施設の入所者数：32．9万人  

－－・－ －t －・・－ －・・■■ ■ －■ ■ ■－■■■ － ■ －－－－－ ‾ ■ ■‾ ‾－－ ■ ‾ 

l  

l  

※いずれも、介護給付費実態調査月報（平成22年4月審査分）より：  
し＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－－＿一一－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－一一  
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介護療養型医療施設における医療ニーズ   

介護療養型医療嘩設入所者のうら、18．3％の者はたんの吸引を必要とし、38．3％の者は胃  

ろう・経菅栄養を必要としている。  

入所者全体に対する医療処置別の処置を受けた入所者（延べ人数）の割合   

処置 割合（％）   処置   割合（％）   

点滴   8こ9  

略疲吸引  18、3  

膜胱カテーテル   8．1   

酸素療法   3．0  
胃ろうミ18．5％   

胃ろう・  

38．3  
経菅栄養  

じょく癒の処置（Ⅲ度以上）   2．9  

経管革養 19．8％  
ネブライザー   2．7   

療病管理   2．1  

服  87．2  

気管切開   1．5   

資料出所）厚生労働省「平成19重介護サービス施設■事業所調査」  

L  －－－一一一－一一■■一－■－－－－－－－t－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－一一－－一一－－－－－一一－－一－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－一一－－一一一一1  

介護療養型医 
（参考）介護療養型医療設の数：2′106  

調査月錮馳年5月審査分）よ。  
L－－－一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿  
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「特別養護老人ホームにおける医療的ケアに関する実態調李」の概要  

1．調査期間、回答数   
平成20年9月～10月にかけて、特別養護老人ホーム6′083施設に調査票を送付し、3′370施設（55．4％）から有効回答を得た。  

2．回答施設の概・要（1施設あたり）  

入所定員数 69．3人（入所者数 68．2人） 平均要介護度 3，84   
医師常勤換算数0．23人  看護師常勤換算数2．35人  准看護師常勤換算数2．37人   
介護福祉士常勤換算数16，0人 介護福祉士以外の介護職員常勤換算数15．2人  

看護職員の体制について  

○看護職員が勤務している時間帯別の施設数（3，323施設中） ※注満間帯の半分以上を勤務している場創こ回答  
6：00～8：59・・・1．175施設（35．4％）、9：00～16：59…3，316施設（99．8％）、17：00～19：59…1，870施設（56．3％）、  
20：00～21：59・‥112施設（3．4％）、22：00～5：59・・・87施設（2．6％）  

○夜間の体制（3，327施設中）   
必ず夜勤の看護職員がいる…55施設（1．7％）、必ず宿直の看護職員がいる…19施設（0．6％）  
看護職員がいる時間といない時間がある・‥187施設（5．6％）  
看護職員が状態に応じて勤務することがある…359施設（10．8％）  
オンコールで対応する・・・乙525施設（75．9％）  

特に対応していない・‥127施設（3．8％）、その他…55施設（1．7％）  

3．結果の概要  
1）実施頻度の高い医療的ケアは、「服薬管理（麻薬の管理を除く）」74．6％，「経鼻経菅栄養及び胃ろうによる栄養管理」9・9％、  

「吸引」5．3％、「創傷処置」4．6％、「浣腸」3．7％、「摘便」3．7％となっている（複数回答）。   

2）処置の実施頻度の高い処置の中で、夜間（22：00～5：59）に実施される人数が多い処置は、服薬管理（麻薬の管理を除く）、胃   

ろうによる栄養管理、吸引（咽頭手前までの口腔内）・（鼻腔）・（咽頭より奥又は気管切開）である。  

3）吸引について  

・吸引が必要な入所者のうち、「咽頭手前までの口腔内」の実施人数の割合は、87．0％、「鼻腔」は51．8％、「咽頭より奥・気管切  

開」は31．1％である。  
・実施時間は、6時～8時、11時～12時、16時～18時と食事前の時間で増加傾向にあり、22：00～5：59においては、全回数の  

2割が実施されている。  

4）経菅栄養について  

・胃ろうによる栄養管理・経鼻経菅栄養の実施回数は3回／日が最も多い（95％）。  

・実施時間では、9：00～16：59の日勤帯で70％以上実施され、20：00～5：59の時間帯では10％以下で  施頻度が低い。  
2   



○ 特別養護老人ホーム入所者への処置の状況時間ごとの処置の実施者数及び頻度  

で、夜間（22：00～5：59）に多く実施される処置は、服薬管理（麻薬の管理を除  ○ 処置の実施頻度の高い処置の中   

。主施される割   
合が高い。  

。   5。。00  1。。。。0  150000   200000   250000   300000   350000（人）  

服薬管理（麻薬の管理を除く）  

胃ろうに皐る栄養管理  

経鼻軽菅栄養   

吸引（咽頭手前までの口腔内）  

吸引（鼻腔）   

吸引（咽頭より奥又は気切）  

創傷処置  

浣腸  

摘便  

じよく癒の処置（Ⅰ度・Ⅱ度）  

＼  

膜胱（留置）カテ「テルの管理  

イレスリン注射  

痔痛管理（麻薬の使用なし）  

園6：00－8：59  

■9：00－16：59  

□1了：00－19：59  

□20：00－21：59  

■22：00－5：59  

ト  

※実施人数は延べ人数  

※（）内は、22：bo－5：59の問の実施人数  53   



ス評価について  介護報酬における医療、介護サー  

792単位   915単位   1，142単位   711単位  865単位  

～  （933単位）   （1，022単位）   （1，334単位）   位） （900単位）  

○ 健康管理   。 j  

3ビ積  な医療   一部の処置、医学   ○ 機能訓練  ′  ○ 管理経費   

○ 管理経費   ○ 管理経費   管理の費用   ○ 管理経費  ○ 社会生活上の便  

・空室  ○ 人件責   ○ 管理経責   ○ 人件貴   宜章用  

○ 人件費                ○社会生活上の   ○ 人件章   
・・  

便宜費用  
又  
5  

）  ・一部の医学管理   ・一部の検査、投薬、  1専門的な投薬、注射  堰学管理（在宅末期医仁  ・医学管理   
外            医    ・検査、投薬、．注射   注射   －一部の処置、手術   療総合診療料を除く）   ・検査、投薬、注射   

療  ・一部の処置、手術  ・検査、投薬、注射  
サ  ・処置、手術  

l  

・一部の医学管理   ・一部の検査、投薬、  

注射  注射  
ビ ス  

・一部の処置、手術   ・一部の処置  

医 師  
人  

員   
0～30：1以上  

3：1で看護・介護職  
配  31～50：2以上  

6：1以上   
50：1  

員を配置（うち7分の  
置  51～130：3以上  

2程度を標準）  
（1以上）  

貝  131以上：3＋50：1  

看護・介護職員を3：、1  

6：1以上  以上で配置（1以上）   
3：1以上  

職  
介 員護    看護・介護職員を3：1  以上で配置  看護・介護職員を3： 1以上で配置（うち7 分の5程度を標準）  （夜間1人以上）   

設  ・医務室   ・診察室   ・診察室   
一機能訓練室  

備  ・機能訓練室   一機能訓練室   ・機能訓練室   

積悪  
1d．65ポ以上（13．2n了）   8．0ポ以上   6．4n了以上   

介護を行える  

『適当な広さ』   
7・43ポ以上 54  



特別養護老人ホームの配置医師の状況について  

i  

・
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．
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・
 
 
 

特別養護老人ホームにおける配置医師のほとんどが非常勤の嘱託医。  
については7割が10日未満。   ！  

特別養護老人ホームの配置医師の契約状況  

施設数   常勤医   
嘱託壷  

（非常勤）   の契約   

L  

1931   65   1764   1083   25  

特別養護老  
人ホ＋ム  

100．0％   3．4％   91．4％   56．1％   1．3％   

特別養護老人ホームにおける配置医師の勤務状況（平成21年11月中）  

○ 配達医師の勤務延べ日数（平成21年11月中）  

施簸数   3日未浄   
早～5百 

未済   
か｝1二0日   両日凍上‥  恵向答 

禾藩  

特養  1931   42   489   804   459   137  
老人ホ  

ム   
100．0％   2．2％   25．3％   41．6％   23．8％   7．1％   

平均 8．53日  

出典±介護施設における医療提供に関する調査研究  55  



配置医・施設の医師による診察回数（平成21年11月の実績）  

○ 配置医、施設の医師による定期的な診察回数は、1か月のうち3回未満である割合  
が特別養護老人ホームでは6割、老人保健施設では約5割である。  

平均値∴  

人数計   0回   2由未満  2～3未帯  3回以上  無回答   

回う   なし   

16046   1872  4449  2552  6187  986  3．15  

合計  11．7％  27．7％  15．9％  38．6％  6．1％  

6002   740  1792  1123  2114  233  2．62  

特別養護老人ホーム  12，3％  29．9％  18．7％  35．2％  3．9％  

定期的な  
9990   1106  2651  1415  4066  752  3．49  

診察                                                  人保健施設  
11．1％  26．5％  14．2％  40，7％  7．5％  

54   26  6  14  7  1．32   1381   

有料老人ホーム  48．1％  11．1％  25．9％  13．0％   1．9％  

16046   11610  1500  781  1169  986  0．74  

合計  72．4％  9．3％  4．9％  7．3％  6．1％  

6002   5104  354  125  186  233  0．26  

定期的で  85．0％  5．9％  2．1％  3．1％  3．9％  

はない診  9990   6473   1145   649   971   ラ52   1．03  

人保健施設                  察：日中  64，8％   11．5％   6．5％   9．7％   7．5％  

54   33  7  12  1  1．77   1381   

有料老人ホーム  61．1兎   1．9％  13．0％  22．2％  1．9  

16046   14952  82  16  10  98d  0，01  

合計  93．2％  0．5％  0．1％  0．1％  6．1％  

定期的で  6002   5754  3  233  0  

はない診  95．9％   0．2％  0．0％   0．0％  3．9％  

察：夜間－  9990   9145  71  13  9  752  0．01  

休日  人保健施設  91．5％  0．7％  0，1％  0．1％  7．5％  

54   53  0   1381   

有料老人ホーム  98．1％  1，9％  

※通院、往診・訪問診療は内科系・内科系以外は問わない。  

※有料老人ホームは「施設に医師が勤務している施設」のみ集計  

出典：介護施設における医療提供に関する調査研究  56   



入所（居）者の服薬割合  

○ 特別養護老人ホーム、老人保健施設においては、1種類以上の服薬を行っている入所（居）  
者は約9割いる。また、医師配置義務のない有料老人ホームにおいては、7種類以上の服薬を  
行っている入所（居）者が36％おり、特養や老健と比べ、その割合が多い。  

平 均 イ直（単イ立：人）  害り 合（単位：％）  

特ホ   老   有  特ホ   老   有  

別l   人   りI∵」   特別養護老人ホ⊥ム［1，931施設］  
老人保健施設［1，183施設］  養ム   老  養ム   保   

有料老人ホーム［303施設］  護   護   

施   老   施   

l  1  

入所（居）者数  69．30  83．09  52．83    100．0％  100．0％  100．0％   

月艮薬なし   3．57   5．30   1．10  5．1％   6．4％   2．1％  

1～3種療月反英   22．13  28．68   9．64    31．9％  34．5％  18．2％  

内月良薬                                    4／－－6種類月艮薬   28．42  32．30  18．82    41．0％  38．9％  35．6％  

7～9種準月反英  10．78  12．53  12．99    15．6％  15．1％  24．6％  

10種類以上月良薬  2．91   3．19   6．46  4．2％   12．2％              3．8％   

注射  注射あり   1．61   2＿11   1．85  2．3％   2．5％   3．5％   

外用薬  外用薬準）り   25．97  26．36  25．32    37．5％  31．7％  47．9％   

注）「平均値」は1施設あたりの平均人数である。  

「割合」は、分母を「1施設あたりの平均入所（居）者数」、分子を例えば「1施設あたりの『服薬なし』の平均人数」として  
算出している。  

0％  10％  20％  30％  40％  50％  

内月良薬こ貝良薬なし  

内月良薬：1－3種類月良薬  

内月良薬：4～6車重類月艮薬  

内月反薬：7・－9車重頬月良薬  

内月艮薬ニ10種類以」二月良薬  

皿特別養言葉老人ホーム：割合（n＝1931）田老人保健方転設：書り合（∩＝1183）  

Ea有半斗老人ホーム：′苦り合（n＝303）  

出典：介護施設における医療提供に関する調査研究  57   
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t施設での人員配置基準の見直しを。入居者は重介護化しているの忙、介護職員   
配置は昔のまま。コンクリ ートから人へ、の「人」はまさにここにあり。  
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施設類型のあり方に関する論点  

1特別養護老人ホームヘの入所申込者の増加等もあり、老人保健施設の入所  
期間が長期イ叫、機能が特養化しているとの指摘がある中で、本来のリハビリ  
などの在宅復帰支援機能が十分に果たされなくなってきているのではないか。  

2現行制度では、介護保険施設類型によって、医療サービス等が規定され、  
外部からのサービス提供に制約があるが、入居者の状態像の変化に合わせ  
て、柔軟に医療サ1ビス等を提供できるようにすべきではないか。  

3 施設における医療サービスについては、職員配置の実態を踏まえた上で  

内付けで行うべきものか、外付けで行うことが可能なものか、再整理が必要  

ではないか。例えば、特養における医師配置については実態を踏まえ、医師の  
必置規制を緩和し、配置医師がいない場合には、外部のかかりつけ医の診療  
を認めることとしてはどうか。  
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